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1. 開催日時：令和元年８月２６日(月) 午後１時３０分～ 午後２時３６分 

2. 場  所：那須塩原市役所 西那須野支所３００会議室 

3. 出席委員：２０名 

会長 １５ 君島 良一 委員 １０ 金田 廣衛 

会長職務代理者  ３ 加藤 拓央 〃 １１ 藤田 一郎 

委員 １ 松本 忠太 〃 １２ 渡邉   透 

〃 ２ 島田 晴子 〃 １３ 人見 二三夫 

〃 ４ 三本木 直人 〃 １４ 大田原 重夫 

〃 ５ 藤田 利男 〃 １６ 大根田 昇 

〃 ６ 辻野 京子 〃 １７ 稲垣 政一 

〃 ７ 竹村 文祥 〃 １８ 木村 孝子 

〃 ８ 益子 丈弘 〃 １９ 室井 孝美 

〃 ９ 伊藤 順久 〃 ２０ 石﨑  清 

4.欠席委員：なし 

5.参集農地利用最適化推進委員：１０名 

推進委員 手塚 一清 推進委員 田代 聡 

〃 木村 一也 〃 島田 利男 

〃 花塚 栄 〃 後藤 国彦 

〃 薄井 光一 〃 薄井 海雄 

〃 深澤 守男 〃 宇山 敏夫 

 

 

6.議事録署名人の指名： ９番伊藤順久委員、１２番渡邉透委員 

 

7.議  事 

1) 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

2) 議案第２号 農地法第５条の規定による許可申請について 

3) 議案第３号 農業振興地域整備計画の変更について(編入関係) 

4) 議案第４号 農業振興地域整備計画の変更について(除外関係) 

5) 議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画の協議に対

する意見について 

 

   



－2－ 

 

8.事務局職員 

事務局長 久留生 利美 農地係長    新巻 昭美   新巻昭美 

局長補佐兼農政係長 村松 隆 農地係主任  田端 政則 

    

9.傍聴人：なし 
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《会議内容》 

久留生事務局長 皆様こんにちは。会議の前に資料の方の確認をしたいのですが、まず議案書の訂正が皆様のお

手元にあると思います、５項目ございまして最初の二つは申請人からの工期の訂正、砂利採取

からの一時転用でございます。あとの三つは、誤字や地番の訂正でございます。 

 それでは、那須塩原市農業委員会第２６回総会の開会に先立ち、会長からご挨拶を頂きます。 

君島良一 会長 《挨拶》 

久留生事務局長 総会の議長につきましては、那須塩原市農業委員会総会規則第５条の規定に従いまして、会長

が務めることとなります。よろしくお願いします。 

 《開会のブザー》 

議長 ただ今より、那須塩原市農業委員会第２６回総会を開会いたします。 

 ただ今の出席委員２０名全員でございますので、総会は成立していることを報告いたします。 

 次に「議事録署名人の指名」を行います。議事録署名人は、那須塩原市農業委員会総会規則第

１９条第２項に「議長が総会に諮って定める」と規定されております。総会規則に基づき議長

が指名することで、ご異議はございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、議席番号９番伊藤順久委員と議席番号１２番渡邉透委員を指名いたしま

す。 

 それでは、議事に入ります。 

議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたします。 

 番号１番について、石﨑清委員の報告を求めます。 

石﨑清 委員 議案第１号、番号１番について、調査結果を報告します。農地を売買する申請です。譲渡人・

譲受人・地番・地目・面積は、議案書記載のとおりです。調査は８月１７日、午前１０時４０

分頃、申請人宅で申請人から行いました。申請地は、小結・藤田集落センターより北へ１００

メートルに位置しています。売買する理由としては、平成２９年相続より農業を行っていない

ため、以前から農地を貸していた譲渡人に売買する話がまとまり、今回の申請に至りました。

譲受人の経営状況は、飼料畑１９ヘクタール、乳牛１３０頭、育成牛９０頭を、従業員２名、

家族２名の４名で行っています。申請地の耕作予定は、飼料作物、デントコーンを栽培すると

のことです。調査の結果申請地は、今後も引き続き耕作されることは確実です。また、農地法

第３条第２項各号に該当しないことも確認いたしました。番号１番の申請は、許可相当と判断

しましたので、委員各位のご審議をお願いし、調査報告を終わります。 

議長 報告が終わりました。 

番号１番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、石﨑清委員の報告は、許可相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号１番については、許可することに決しました。 

 番号２番について、人見二三夫委員の報告を求めます。 

人見二三夫 委員 議案第１号、番号２番について、調査結果を報告します。農地を贈与する申請です。譲渡人・

譲受人・地番・地目・面積は、議案書記載のとおりです。調査は８月１８日、午後１時頃、申

請人宅で申請人から行いました。申請地は、戸田調整池より西へ２.５キロメートルに位置し
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ています。贈与する理由としては、譲渡人は高齢の為、譲受人に農地を贈与して土地を守って

もらいたいとのことです。譲受人の経営状況は、現在は土地を貸して芝を生産されています。

申請地の耕作予定は、これからは近くの酪農家に貸して、飼料作物を作付してもらうとのこと

です。調査の結果、申請地は今後も引き続き耕作されることは確実です。また、農地法第３条

第２項各号に該当しないことも確認いたしました。番号２番の申請は、許可相当と判断しまし

たので、委員各位のご審議をお願いし、調査報告を終わります。 

議長 報告が終わりました。 

番号２番について質疑、ご意見はございますか。 

三本木直人 委員 聞き漏らしたのかもしれませんが、譲渡人・譲受人の関係性はどのようになっていますか。 

人見二三夫 委員 こちらは親子です。 

三本木直人 委員 はい、わかりました。 

議長 他に質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、人見二三夫委員の報告は、許可相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号２番については、許可することに決しました。 

 次に、議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題といたします。 

 番号１番及び２番について、室井孝美委員の報告を求めます。 

室井孝美 委員 議案第２号、番号１番について、調査班を代表して報告します。賃借により申請地において砂

利採取をするための一時転用申請です。貸人・借人・土地の所在・地目・面積・転用事業の概

要は議案書記載のとおりです。申請地は、那須塩原市黒磯消防団第２分団第５部詰所より南東

へ約１.２キロメートルに位置しています。現地調査は、８月２１日、午前１０時５０分頃に

行いました。申請地は、周辺農地の広がりが１０ヘクタール以上となる区域内にあるので第１

種農地区分となります。農地転用は原則不許可ですが、農地が復元される一時転用は許可が可

能となります。申請に至った経緯は、現在畑として利用していますが、石が多く作業効率や通

用が悪いため砂利採取により十分な土を入れ、畑としての耕作の強化を図りたく今回の申請に

至りました。事業計画は１年間の賃借権により申請地において砂利採取を行う計画です。法で

定められた保安距離を設け、安定勾配での砂利採取を行うことで周辺地崩落などの被害を防止

します。埋戻しは、自社の還元土石にて行います。現地を確認した結果、隣接に農地はありま

すが、転用に問題はないと判断しました。栃木県陸砂利採取業協同組合の農地復元保証もあり

ます。地元調査員・調査班ともに許可相当として、委員各位のご審議をお願いし、報告を終わ

ります。 

 議案第２号、番号２番について調査班を代表して報告します。賃借により申請地において砂利

採取をするための一時転用申請です。貸人・借人・土地の所在・地目・面積・転用事業の概要

は議案書記載のとおりです。申請地は、戸田調整池より西へ２.５キロメートルに位置してい

ます。現地調査は、８月２１日、午前９時４０分頃に行いました。申請地は農振農用地となり

ます。農地転用は原則不許可ですが、農地が復元される一時転用は許可が可能となります。申

請に至った経緯は、土地所有者より、砂利質な農地を砂利採取後良質な土砂で埋戻してほしい

と打診があり、対応したいので申請に至りました。事業計画は１年６か月間の賃借権により申

請地において砂利採取を行う計画です。周囲に防護柵を設置し事故の発生を未然に防止しま
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す。法で定められた保安距離を設け、安定勾配での砂利採取を行うことで周辺地崩壊などの被

害を防止します。埋戻しは自然地山からの発生土砂及び自社の還元土石にて行います。現地を

確認した結果、隣接に農地はありますが、転用に問題はないと判断しました。栃木県陸砂利採

取業協同組合の農地復元保証もあります。地元調査員・調査班ともに許可相当として、委員各

位のご審議をお願いし、報告を終わります。 

議長 報告が終わりました。 

まず、番号１番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、室井孝美委員の報告は、許可相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号１番については、許可することに決しました。 

次に、番号２番について質疑、ご意見はございますか。 

松本忠太 委員 一時転用の期間なのですが、１年何か月と言われた気がするのですが、６ヶ月ではないかと思

うのですが。訂正を見ると、令和２年２月２８日と書いてあるので、９月から考えると６ヶ月

ではないかと思うのですが。 

事務局 訂正の年を間違っていたようですので、申し訳ございません。１年６ヶ月というのは間違いな

いです。期間を令和２年までではなく令和３年という事で訂正の方よろしくお願いします。 

松本忠太 委員 はい、わかりました。 

石﨑清 委員 確認なのですが、面積が１０，５１７㎡と事業面積が１０，９１９㎡で、これは異なっていて

も問題はないのですか。事務局に聞きたいのですが、よろしくお願いします。 

事務局 この事業計画の面積には、農地以外の部分が含まれていますので、農地の部分と事業計画の面

積が違ってきております。 

石﨑清 委員 はい、わかりました。 

三本木直人 委員 先ほどの議案第１号の２番、承認されたのですけれども、それと今出ています議案第２号の２

番は貸手人も一緒で地番も一緒で、その贈与申請の中のこの土地であるようなのですが、こう

いった事は関係性は認められるのか。それともう一点、基礎的な事で申し訳ないのですが、一

時転用の期間というのは何年まで認められるのですか。その二点についてお伺いしたいのです

が。 

事務局 この関係性というのは、農地を貸すとか一時転用という事でよろしいでしょうか。 

三本木直人 委員 議案第１号の２番、譲渡人から譲受人にこの申請が今なされていると贈与で、でここは通った

と、しかしその同じところでこういったもう一つが同時に出てくるということは、大丈夫なこ

となのですか。 

事務局 贈与で出ていますが、この一時転用として農地は農地改良という名目で、優良な土にしていた

だいて、耕作をしやすくしていただく一時転用ということなので、砂利採取の方は可能と思わ

れます。それから期間の方なのですが、農地法では期間は定めていないのですが、砂利採取法

での期間があるので、そちらとの関連で期間が１年とか１年半になっております。 

議長 

 

ここで、暫時休憩します。 

《暫時休憩》 

議長 会議を再開します。 

ただ今の三本木委員の質問につきましては、両方贈与の申請並びに一時転用の申請、どちらが
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先という事ではないのですが、両方出ても現時点では貸手人の名前になっていますので、事務

上支障はないという事で、よろしくお願いします。 

他に質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、室井孝美委員の報告は、許可相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号２番については、許可することに決しました。 

 番号３番から５番について、稲垣政一委員の報告を求めます。 

稲垣政一 委員 

 

議案第２号、番号３番について調査班を代表して報告します。売買により店舗及び自動車整備

工場を建築するための申請です。譲渡人・譲受人・土地の所在・地目・面積・転用事業の概要

は議案書記載のとおりです。申請地は那須塩原市立東小学校より南へ３００メートルに位置し

ています。現地調査は、８月２２日、午前１０時１５分頃に行いました。申請地は、道路、下

水道管その他の公共用施設または鉄道の駅その他施設の状況がある程度達している区域内にあ

るので第３種農地区分となります。水管、下水道管が埋設されている沿道での区域であり、か

つ、申請地から概ね５００メートル以内に二つ以上の教育施設、医療施設その他の公共施設等

がある区域に設置される施設であれば農地転用は可能となります。申請に至った経緯は、キャ

ンピングカー等の店舗、自動車整備工場を設置するため、本件の申請に至りました。事業計画

は申請地に店舗及び自動車整備工場を建築し、２４６台分の駐車場を整備する内容となってい

ます。上下水道は市の施設を利用し、雨水は敷地内に雨水浸透処理施設を設置し処理します。

周囲に歩車道ブロックを設置し、土砂及び雨水の流出を防止します。現地を確認した結果、隣

接に農地はありますが、転用に問題はないと判断しました。転用に先立ち農振農用地からの除

外も完了しています。地元調査員・調査班ともに許可相当として委員各位のご審議をお願い

し、報告を終わります。 

 議案第２号、番号４番について調査班を代表して報告します。賃借により既存敷地を拡張する

ための申請です。貸人・借人・土地の所在・地目・面積・転用事業の概要は議案書記載のとお

りです。申請地は、那須塩原市立南小学校より北へ５００メートルに位置しています。現地調

査は、８月２２日、午前１０時３０分頃に行いました。申請地は周辺農地の広がりが１０ヘク

タール以上となる区域内にあるので第１種農地区分となります。農地転用は原則不許可です

が、本件は既存の敷地面積の２分の１を超えない範囲での敷地の拡張となる計画なので、不許

可の例外に該当します。申請に至った経緯は、農用地買収による駐車場面積減のため、本件の

申請となりました。事業計画は申請地に普通車３台と大型車２台分の駐車場を整備する内容と

なっています。給排水の計画はなく雨水は、敷地内に雨水浸透処理施設を設置し処理します。

現地を確認した結果、隣接に農地はありますが、転用に問題はないと判断しました。転用に先

立ち農振農用地からの除外も完了しています。地元調査員・調査班ともに許可相当として委員

各位のご審議をお願いし、報告を終わります。 

 議案第２号、番号５番について調査班を代表して報告します。売買により葬祭場を建築するた

めの申請です。譲渡人・譲受人・土地の所在・地目・面積・転用事業の概要は議案書記載のと

おりです。申請地は、那須塩原市立西那須野中学校より西へ６００メートルに位置していま

す。現地調査は、８月２２日、午前１０時５５分頃に行いました。申請地は、都市計画法上の

第１種住居地域内にあるので、第３種農地区分となり、許可の対象となります。申請に至った
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経緯は、葬祭業を営んでおりますが、申請地に当社の事業所がないため本件の申請に至りまし

た。事業計画は申請地に葬祭場を建築し、１１７台分の駐車場を整備する内容となっていま

す。上下水道は市の施設を利用し、雨水は敷地内に雨水浸透処理施設を設置し処理します。フ

ェンス等を設置して、土砂及び雨水の流出を防止します。現地を確認した結果、隣接に農地は

ありますが、転用に問題はないと判断しました。地元調査員・調査班ともに許可相当として委

員各位のご審議をお願いし、報告を終わります。 

議長 報告が終わりました。 

まず、番号３番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、稲垣政一委員の報告は、許可相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号３番については、許可することに決しました。 

 次に、番号４番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、稲垣政一委員の報告は、許可相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号４番については、許可することに決しました。 

 次に、番号５番について 質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、稲垣政一委員の報告は、許可相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号５番については、許可することに決しました。 

 番号６番について、益子丈弘委員の報告を求めます。 

益子丈弘 委員 議案第２号、番号６番について調査班を代表して報告します。売買により貸駐車場を整備する

ための申請です。譲渡人・譲受人・土地の所在・地目・面積・転用事業の概要は議案書記載の

とおりです。申請地は、ＪＲ那須塩原駅より東へ約１００メートルに位置しています。現地調

査は、８月２１日、午前１０時３５分頃に行いました。申請地は、都市計画法上の準工業地域

内にあるので、第３種農地区分となり、許可の対象となります。申請に至った経緯は、土地の

有効活用の為、今回の申請に至りました。事業計画は、申請地に２２台分の貸駐車場を整備す

る内容となっています。給排水の計画はなく、雨水は敷地内にて雨水浸透処理施設を設置し処

理します。コンクリートブロックを設置して、土砂及び雨水の流出を防止します。現地を確認

した結果、隣接に農地はありますが、転用に問題はないと判断しました。地元調査員・調査班

ともに許可相当として委員各位のご審議をお願いし、報告を終わります。 

議長 報告が終わりました。 

番号６番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、益子丈弘委員の報告は、許可相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め番号６番については、許可することに決しました。 

 番号７番について、室井孝美委員の報告を求めます。 
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室井孝美 委員 議案第２号、番号７番について調査班を代表して報告します。賃借により申請地において砂利

採取をするための一時転用申請です。貸人・借人・土地の所在・地目・面積・転用事業の概要

は議案書記載のとおりです。申請地は、戸田調整池より東へ３００メートルに位置していま

す。現地調査は、８月２１日、午前９時２５分頃に行いました。申請地は、農振農用地となり

ます。農地転用は原則不許可ですが、農地が復元される一時転用は許可が可能となります。申

請に至った経緯は、この農地は平坦ではなく、砂利質なため砂利採取後、基盤整備を施し、農

地に戻したく申請に至りました。事業計画は、１年間の賃借権により申請地において砂利採取

を行う計画です。法で定められた保安距離を設け、安定勾配での砂利採取を行うことで周辺地

崩落などの被害を防止します。埋戻しは、自然地山からの発生土砂及び自社の還元土石にて行

います。現地を確認した結果、隣接に農地はありますが、転用に問題はないと判断しました。 

栃木県陸砂利採取共同組合の農地復元保証もあります。地元調査員・調査班ともに許可相当と

して委員各位のご審議をお願いし、報告を終わります。 

議長 報告が終わりました。 

番号７番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、室井孝美委員の報告は、許可相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号７番については、許可することに決しました。 

 番号８番について、益子丈弘委員の報告を求めます。 

益子丈弘委員 議案第２号、番号８番について調査班を代表して報告します。賃借により申請地において駐車

場及び資材置場を整備するための一時転用申請です。貸人・借人・土地の所在・地目・面積・

転用事業の概要は議案書記載のとおりです。申請地は、那須塩原市立埼玉小学校より東へ約５

０メートルに位置しています。現地調査は、８月２１日、午前１０時２０分頃に行いました。 

申請地は農振農用地となります。農地転用は原則不許可ですが、農地が復元される一時転用は

許可が可能となります。申請に至った経緯は、公共事業の改築工事における農地として、利便

性が最適であるため、今回の申請に至りました。事業計画は８ヶ月の賃借権により申請地を１

７台分の駐車場及び資材置場として一時転用する計画です。給排水の計画はなく、雨水は敷地

内地下浸透処理とします。現地を確認した結果、隣接に農地はありますが、転用に問題はない

と判断しました。地元調査員・調査班ともに許可相当として委員各位のご審議をお願いし、報

告を終わります。 

議長 報告が終わりました。 

番号８番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、益子丈弘委員の報告は、許可相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号８番については、許可することに決しました。 

 次に、議案第３号「農業振興地域整備計画の変更について（編入関係）」を議題といたしま

す。 

 番号１番から３番について、大田原重夫委員の報告を求めます。 

大田原重夫 委員 議案第３号、番号１番について調査班を代表して報告します。農業振興地域整備計画の変更に
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ついて、市長から意見を求められたものです。変更の目的は、農用地区域からの編入です。申

請人・土地の所在・地番・地目・面積・所有者は議案書記載のとおりです。申請地は、越堀公

民館より北東へ約３００メートルに位置しています。現地調査は、８月２１日、午前１１時５

分頃に行いました。編入を必要とする理由は、申請人は農用地を保全するため、農用地に編入

したいとのことです。申請人の経営状況は、酪農と水稲の複合経営です。申請地の利用予定

は、牧草地として利用していきたいとのことです。調査の結果、申請地は優良農地として保全

する農地であると考えます。本申請については、変更相当と判断しましたので、委員各位のご

審議をお願いし、報告を終わります。 

 議案第３号、番号２番について調査班を代表して報告します。２番と３番は同一人の申請で

す。農業振興地域整備計画の変更について、市長から意見を求められたものです。変更の目的

は、農業用施設用地の編入です。申請人・土地の所在・地番・地目・面積・所有者は議案書記

載のとおりです。申請地は、戸田公民館より南へ約１.５キロメートルに位置しています。現

地調査は、８月２１日、午前９時５５分頃に行いました。編入を必要とする理由は、申請人は

当該地に酪農施設付帯道路を整備し、農機具格納庫、ロール、飼料置場を建設いたしました。

今後、申請地を農業用施設及び農業倉庫用地として運用していくため、農業施設用地へ編入し

たいとのことです。申請人の経営状況は、成牛１８０頭、育成牛９０頭を有する酪農経営で

す。申請地の利用予定は、酪農用施設として利用するとのことです。調査の結果、申請地を農

業用施設用地とすることは適当であると考えます。地元調査員・調査班ともに編入相当と判断

しましたので委員各位のご審議をお願いし、報告を終わります。 

 議案第３号、番号３番について調査班を代表して報告します。農業振興地域整備計画の変更に

ついて、市長から意見を求められたものです。変更の目的は、農用地区域への編入です。申請

人・土地の所在・地番・地目・面積・所有者は議案書記載のとおりです。申請地は、戸田自治

公民館より南へ約１.５キロメートルに位置しています。現地調査は、８月２１日、午前１０

時頃に行いました。申請人は、農用地を保全するため、農用地に編入したいとのことです。申

請人の経営状況は、成牛１８０頭、育成牛９０頭を有する酪農経営です。申請地の利用予定

は、牧草地として利用するとのことです。調査の結果、申請地は優良農地として保全する農地

であると考えます。本申請については、変更相当と判断しましたので委員各位のご審議をお願

いし、報告を終わります。 

議長 報告が終わりました。 

まず、番号１番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、大田原重夫委員の報告は、変更相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号１番については、変更相当として市長へ回答いたします。 

次に、番号２番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、大田原重夫委員の報告は、変更相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号２番については、変更相当として市長へ回答いたします。 

次に、番号３番について質疑、ご意見はございますか。 
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《特に意見なし》 

無いようですので、大田原重夫委員の報告は、変更相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号３番については、変更相当として市長へ回答いたします。 

 次に、議案第４号「農業振地域整備計画の変更について（除外関係）」を議題といたします。 

 番号１番及び２番について、島田晴子委員の報告を求めます。 

島田晴子 委員 議案第４号、番号１番について、調査班を代表して報告します。農業振興地域整備計画の変更

について、市長から意見を求められたものです。申出人・土地の所在・地目・面積・所有者・

事業概要は議案書記載のとおりです。申出地は、栃木県立那須清峰高等学校より北西へ約３０

０メートルに位置しています。現地調査は、８月２２日、午前１１時１０分頃に行いました。

変更の目的は農用地区域からの除外です。除外を必要とする理由としまして、申出人は県北部

を中心に不動産事業を展開しており、今回新たな住宅地供給を計画しました。申出地は整備さ

れた私道に面しており、商業施設が比較的近くに立地し、小中高校と教育環境も整っており、

大変便利な土地柄であるため、建売住宅建築には最適地であると考え、申請に至りました。 

土地の所有者は２名とも、本年２月に相続により取得いたしましたが、耕作しておりません。 

申請地は、周辺農地の広がりが１０ヘクタール以上となる区域内にあるので第１種農地区分と

なります。農地転用は原則不許可ですが、本申出は既存集落に接続して住宅を建築する計画と

なっておりますので、不許可の例外に該当します。調査の結果、除外後の転用は許可が可能で

あると考えます。地元調査員・調査班とも、変更相当と判断しましたので委員各位のご審議を

お願いし、調査報告を終わります。 

 議案第４号、番号２番について調査班を代表して報告します。農業振興地域整備計画の変更に

ついて、市長から意見を求められたものです。申出人・土地の所在・地目・面積・所有者・事

業概要は議案書記載のとおりです。申出地は、栃木県立那須清峰高等学校より北東へ約１０メ

ートルに位置しています。現地調査は、８月２２日、午前１１時２０分頃に行いました。変更

の目的は農用地区域からの除外です。除外を必要とする理由としまして、申出人は市内３ヶ所

で障害者支援事業を行っておりますが、年々利用申込が多く定員数を超えているため、待機し

てもらっている状況です。近くの小学校や特別支援学校など近隣からの申込者も多く、安心で

きる環境で事業を行い、一刻も早く待機児童問題を解消し、社会に貢献したいと考えておりま

す。申請地は周辺農地の広がりが１０ヘクタール以上となる区域内にあるので第１種農地区分

となります。農地転用は原則不許可ですが、本申出は、土地収用法第３条に該当する事業目的

に供する計画なので、不許可の例外に該当します。調査の結果、除外後の転用は許可が可能で

あると考えます。地元調査員・調査班とも、変更相当と判断しましたので委員各位のご審議を

お願いし、調査報告を終わります。 

議長 報告が終わりました。 

まず、番号１番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、島田晴子委員の報告は、変更相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号１番について、変更相当として市長へ回答いたします。 

次に、番号２番について質疑、ご意見はございますか。 
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《特に意見なし》 

無いようですので、島田晴子委員の報告は、変更相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号２番については、変更相当として市長へ回答いたします。 

 番号３番から５番について、松本忠太委員の報告を求めます。 

松本忠太 委員 議案第４号、番号３番について調査班を代表して報告します。農業振興地域整備計画の変更に

ついて、市長から意見を求められたものです。申出人・土地の所在・地目・面積・所有者・事

業概要は議案書記載のとおりです。申出地は、栃木県立那須清峰高等学校より北東へ約１０メ

ートルに位置しています。現地調査は、８月２２日、午前１１時２０分頃に行いました。変更

の目的は農用地区域からの除外です。除外を必要とする理由は、県北部を中心に事業を展開し

ておりますが、現在自社物件がない状態です。大田原市近郊エリアで、教育施設、商業施設の

充実、交通利便性の良い物件の問い合わせが多くあり、現在問い合わせ条件と合致している当

該地区に建売住宅１１棟を建築申請に至りました。申請地は周辺農地の広がりが１０ヘクター

ル以上となる区域内にあるので、第１種農地区分となります。農地転用は、原則不許可です

が、本申出は既存集落に接続して住宅等を建築する計画となっておりますので、不許可の例外

に該当します。調査の結果、除外後の転用は許可が可能であると考えます。地元調査員・調査

班とも、変更相当と判断しましたので委員各位のご審議をお願いし、調査報告を終わります。 

 議案第４号、番号４番について調査班を代表して報告します。農業振興地域整備計画の変更に

ついて、市長から意見を求められたものです。申出人・土地の所在・地目・面積・所有者・事

業概要は議案書記載のとおりです。申出地は、那須塩原市立南小学校より南へ約５０メートル

に位置しています。現地調査は、８月２２日、午前１０時４５分頃に行いました。変更の目的

は農用地区域からの除外です。除外を必要とする理由は、申請人は実家で暮らしております

が、子供の成長に伴い住居が手狭になりましたので、当該申請地に自己用住宅の建築を計画し

申請に至りました。申請地は、周辺農地の広がりが１０ヘクタール未満となる区域内にあるの

で、第２種農地区分となります。第１種農地区分の不許可の例外に該当する場合、または、申

請地以外では申請目的が達成できないと認められる場合に許可が可能となります。本申出は、

既存集落に接続して住宅を建築する計画となっておりますので、不許可の例外に該当します。 

調査の結果、除外後の転用は許可が可能であると考えます。地元調査員・調査班とも、変更相

当と判断しましたので委員各位のご審議をお願いし、調査報告を終わります。 

 議案第４号、番号５番について調査班を代表して報告します。農業振興地域整備計画の変更に

ついて、市長から意見を求められたものです。申出人・土地の所在・地目・面積・所有者・事

業概要は議案書記載のとおりです。申出地は、那須塩原市立南小学校より南へ約５０メートル

に位置しています。現地調査は、８月２２日、午前１０時４５分頃に行いました。変更の目的

は農用地区域からの除外です。除外を必要とする理由は、土地の有効利用を検討したところ、

学校、公民館、商業施設等が近く、東北本線の近隣で生活拠点として、利用価値の高いところ

であり、集客が得られることや自宅の近くであり、防犯・管理の面でも最適であるために申請

に至りました。申請地は、周辺農地の広がりが１０ヘクタール未満となる区域内にあるので第

２種農地区分となります。第１種農地区分の不許可の例外に該当する場合、または、申請地以

外では、申請目的が達成できないと認められる場合に許可が可能となります。本申出は、既存

集落に接続して住宅を建築する計画となっておりますので、不許可の例外に該当します。調査
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の結果、除外後の転用は許可が可能であると考えます。地元調査員・調査班とも、変更相当と

判断しましたので委員各位のご審議をお願いし、調査報告を終わります。 

議長 報告が終わりました。 

まず、番号３番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、松本忠太委員の報告は、変更相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号３番については変更相当として市長へ回答いたします。 

次に、番号４番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、松本忠太委員の報告は変更相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号４番については変更相当として市長へ回答いたします。 

 

最後に、番号５番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、松本忠太委員の報告は変更相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号５番については 変更相当として市長へ回答いたします。 

 番号６番から８番について、藤田利男委員の報告を求めます。 

藤田利男 委員 議案第４号、番号６番について調査班を代表して報告します。農業振興地域整備計画の変更に

ついて、市長から意見を求められたものです。申出人・土地の所在・地目・面積・所有者・事

業概要は議案書記載のとおりです。申出地は、那須塩原市四区の公民館より北へ約２００メー

トルに位置しています。現地調査は、８月２２日、午前９時４０分頃に行いました。変更の目

的は農用地区域からの除外です。除外を必要とする理由としまして、現在アパートに２人の子

供と妻との４人で暮らしており将来のことを考え、家を新築することになりました。祖父が所

有している土地を譲ってくれることになったため、地目が農地につき除外申請に至りました。 

申請地は、周辺農地の広がりが１０ヘクタール以上となる区域内にあるので第１種農地区分と

なります。農地転用は原則不許可ですが、本申出は既存集落に接続して住宅を建築する計画と

なっておりますので、不許可の例外に該当します。調査の結果、除外後の転用は許可が可能で

あると考えます。地元調査員・調査班とも、変更相当と判断しましたので委員各位のご審議を

お願いし、調査報告を終わります。 

 議案第４号、番号７番について調査班を代表して報告します。農業振興地域整備計画の変更に

ついて、市長から意見を求められたものです。申出人・土地の所在・地目・面積・所有者・事

業概要は議案書記載のとおりです。申出地は、ＪＲ西那須野駅より東へ約１，２００メートル

に位置しています。現地調査は、８月２２日、午前１１時３５分頃に行いました。変更の目的

は農用地区域からの除外です。除外を必要とする理由としまして、那須塩原市、大田原市を中

心に不動産業を経営しており、現在建売住宅の在庫も残りわずかで新たな建売住宅地を探して

いたところ、以前建売住宅販売して大変好評をいただいた隣接地に９棟の建売住宅を建築する

ために申請に至りました。申請地は、周辺農地の広がりが１０ヘクタール未満となる区域内に
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あるので、第２種農地区分となります。第１種農地区分の不許可の例外に該当する場合、また

は、申出地以外では目的が達成できないと認められる場合に許可が可能となります。本申出

は、既存集落に接続して住宅を建築する計画となっておりますので、不許可の例外に該当しま

す。調査の結果、除外後の転用は許可が可能であると考えます。地元調査員・調査班とも、変

更相当と判断しましたので委員各位のご審議をお願いし、調査報告を終わります。 

 議案第４号、番号８番について調査班を代表して報告します。農業振興市域整備計画の変更申

請について、市長から意見を求められたものです。申請人・土地の所在・地目・面積・所有

者・事業概要は議案書記載のとおりです。申請地は、下大貫集落センターより東へ約２００メ

ートルに位置しています。現地調査は、８月２２日、午前９時５０分頃に行いました。変更の

目的は農用地区域からの除外です。除外を必要とする理由としまして、周囲を森林に分断され

た孤立した農地であり、土地所有者も高齢になり維持管理の困難になってきている時、本土地

の活用対策として、土地賃借料を補助的収入として見込める太陽光発電システムを提案したと

ころ、多くの地権者より賛同を得られました。申請地は、周辺農地の広がりが１０ヘクタール

未満となる区域内にあるので第２種農地区分となります。第１種農地の不許可の例外に該当す

る場合、または、申請地以外では申請目的が達成できないと認められる場合に許可が可能とな

ります。本申請は、隣接する土地と一体利用して同一の事業目的に供する場合で、第１種の農

地の占める面積の割合が、３分の１を超えない範囲での計画なので、不許可の例外に該当しま

す。調査の結果、除外後の転用は許可が可能であると考えます。地元調査員・調査班とも、変

更相当と判断しましたので委員各位のご審議をお願いし、調査報告を終わります。 

議長 報告が終わりました。 

まず、番号６番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、藤田利男委員の報告は、変更相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号６番については変更相当として市長へ回答いたします。 

 次に、番号７番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、藤田利男委員の報告は、変更相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号７番については変更相当として市長へ回答いたします。 

 次に、番号８番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、藤田利男委員の報告は、変更相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号８番については変更相当として市長へ回答いたします。 

 番号９番について、事務局の報告を求めます。 

事務局 議案第４号、番号９番についてご説明いたします。農業振興地域整備計画に不適切な農用地編

入があったといたしまして、その是正を目的とした計画変更にあたり、市長より農業委員会の

意見を求められたものでございます。本件は、農振法施行時に農用地とされましたが、現在の

土地所有者より農地利用の実態はなく、農地とした経緯はないとの申し出があったことから調
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査が行われ、農用地から除外することが適当であると判断したとのことでございます。不適切

とされた編入手続きについてご説明いたします。農振法は農地以外の地目の土地、または、農

地として利用されていない土地であっても、今後農地として利用するとの申し出があれば、農

用地への編入が可能でございます。当施行時は、申し出があれば状況問わず非農地も農用地と

していたとのことですが、その後この運用を改め農地利用の実態がない土地は、極力農用地と

しないこととし、編入後も非農地状態が継続している農用地は計画の見直しの際に除外をいた

しております。農振法施行時の文書は、台帳以外が破棄されているため、編入の詳しい経緯は

確認できませんでしたが、現況及び添付資料から、先にご説明いたしましたとおりの経緯で、

非農地が編入されたと推測でき、さらに計画見直しの除外からも漏れていたことが確認できた

とのことでございます。従いまして、変更相当とする意見として、問題はないと思われます。

以上でございます。 

議長 

 

報告が終わりました。 

番号９番について質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、事務局の報告は変更相当ですが、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、番号９番については変更相当として市長へ回答いたします。 

 次に、議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画

の協議に対する意見について」を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局 議案第５号についてご説明いたします。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により

まして、農用地利用集積計画は、農業委員会の決定を経て市長が定めるとなっていることか

ら、協議があったものです。議案書９ページから１１ページが「利用権設定関係」の案件で１

１件、合計面積は８１，３００平方メートルとなります。続いて１２ページが所有権移転関係

の案件で４件、面積は５６，６１７平方メートルとなります。調査を担当されました農地利用

最適化推進委員各位から、報告書の提出をいただきましたが、全ての案件で、同条第３項の各

要件を満たしているとのことから、市長への回答は決定として問題はないと思われます。 

以上でございます。 

議長 説明が終わりました。 

このことについて質疑、ご意見はございますか。 

《特に意見なし》 

無いようですので、事務局説明について、ご異議ございませんか。 

《異議なしの声、多数》 

異議なし多数と認め、議案第５号は、事務局提案のとおり決定することに決しました。 

 以上で、全ての議案が終了いたしました。 

慎重審議いただき、ありがとうございました。 

これをもちまして、那須塩原市農業委員会第２６回総会を閉会いたします。 
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